
<建物概要>

造 階 階

■　建築基準法等の主な確認項目　【共同住宅】

※１　市街化調整区域の場合は開発・建築調整課に要相談
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このチェックリストはあくまで簡易的なものであり、床面積200㎡以下で、建築確認申請を伴わない用途変更（共同住宅への転用）の場合を想定しています。
建物の新築増築や床面積200㎡超の手続きを要する用途変更の場合は、建築確認申請が必要となりますので、ご注意ください。
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※２　法第43条第2項の適用を受けている場合は建築指導課に要相談
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使用部分 ㎡

法…建築基準法、令…建築基準法施行令
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※３ H12年5月31日建設省告示第1436号 要確認

※４ H12年5月31日建設省告示第1411号 要確認
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